
１

歳入歳出外現金
　　　　　　（円）

合　　　計
　　　　　　（円）

2,113,632,851

12月末

令和５年度資金の保管状況及び運用実績について

　美濃加茂市では、安全かつ確実な方法で資金を効率的に管理し運用するため、平成２５年４月に

制定した「美濃加茂市資金の管理及び運用に関する指針」（平成29年12月1日一部改正）に基づき

資金運用を図っており、運用実績を毎年公表し、情報公開に努めています。

　令和５年度における歳計現金等及び基金の運用実績は、次のとおりです。

歳計現金と歳入歳出外現金

　歳計現金と歳入歳出外現金の毎月末の残高の状況は、表１のとおりです。

　この金額は、毎月実施する例月現金出納検査において、監査委員に報告しています。

　　　　　   区 分
 時 期

表１　歳計現金・歳入歳出外現金の毎月末残高

4,757,982,898

4,783,910,721

4,430,447,006

4,249,912,452

3,693,690,669

令和５年

歳　計　現　金
　　　　　　（円）

426,225,466

4,236,093,907

1,733,471,568 380,161,2834月末

5月末

6月末

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

4,331,757,432

1月末

2月末

3月末

【 地方自治法（抜粋）】
　(現金及び有価証券の保管)
第235条の4　普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)
　は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければ
　ならない。
２　債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有
　価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。
３　法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項
　の(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

【 地方自治法施行令（抜粋）】
　(歳計現金の保管)
第168条の6　会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金そ
　の他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。
　(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第168条の7　会計管理者は、普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位
　して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令
　で定めるものを保管することができる。
２　会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地
　方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納を
　することができない。
３　前項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保
　管の例により、これを行なわなければならない。

1,798,220,551 509,198,530

2,179,906,832 458,662,663

3,688,204,002 742,243,004

3,809,454,704 440,457,748

3,156,913,626 536,777,043

2,611,614,629 438,829,041

2,506,804,267 553,292,931

2,670,709,306 244,398,844

2,276,666,499 490,966,697

547,816,814

令和６年

3,050,443,670

3,060,097,198

2,915,108,150

2,767,633,196

2,307,419,081

2,638,569,495
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２

※2「歳計現金等」

表２　運用基金の毎月末残高

2,783,292

2,323,107

4,249,9128月末

9月末

10月末

11月末

12月末

1月末

2月末

3月末

市の一般会計及び特別会計に予算計上された歳入・歳出に属する現金で、日

15,627

15,659

15,659

15,688

3,075,7243,060,097

2,915,108

2,767,633令和６年

2,930,767

2,113,633

4,757,983

2,654,2942,638,569

々の支払いのために準備している現金（「歳計現金」といいます。）と、市

の所有に属しない現金で、法令等に基づき一時的に預かる県民税や職員の源

泉所得税等の現金（「歳入歳出外現金」といいます。）のことです。

運用基金

　運用基金(※１)に属する現金の毎月末の残高の状況は、表２のとおりです。

　この金額は、毎月実施する例月現金出納検査において、監査委員に報告しています。

4月末

5月末

6月末

条例の定めるところにより、特定の目的のために定額の資金を運用する基金

のことです。市では、このほかに特定の目的のために積み立てる「積立基金」

を設けています。

※1「運用基金」

令和５年

7月末

2,307,419

15,586

15,561

15,627,409

15,658,919

歳 計 現 金 等
　　　　　（千円）

令和６年

合　　　　計
　　　　　（千円）

運　用　基　金
　　　　　（千円）

　これらの資金の合計金額の毎月末の残高の状況は、表３のとおりです。

11月末

12月末

1月末

2月末

3月末

　　　　　   区 分
 時 期

表３　歳計現金等と運用基金の合計額の毎月末残高

15,611,929

15,653,799

15,580,799

15,602,227

7月末

8月末

9月末

10月末

15,561,407

15,590,719

　　　　　   区 分
 時 期

4月末

5月末

6月末

15,654 4,265,566

15,581 3,709,272

15,602 3,066,046

4,783,911

4,430,447

運　用　基　金
　　　　　　（円）

15,585,789

15,688,399

15,724,887

15,658,969

令和５年

　本市は、歳計現金等(※２)並びに運用基金に属する現金を一体的に保管しています。

3,693,691

3,050,444

15,725

4,799,502

15,612 4,446,059

2,129,219

4,773,544

15,591
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３

※平均資金残高・・

※運用利回り・・・

【コメント】

　歳計現金を会計ごとに管理すると、支払準備資金の不足が予測される場合に、一時借入や基金から

の繰替運用(※)を行う必要が生じます。しかし、歳計現金と歳入歳出外現金などを一体的に運用する

ことで、これらの事務を回避することができ、事務の軽減が図れます。

※ 繰替運用とは、歳計現金に不足が生じる場合に、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

 　ることです。

平均資金残高(千円)

年間利子額(千円)

定期預金(千円)

普通預金(千円)

運用利回り(％)

4月当初から翌年3月末までの1年間における1月あたりの資金残高

年間利子額 ÷ 平均資金残高 × 100（％）

表４　歳計現金等・運用基金の運用実績

　歳計現金等及び運用基金の運用実績は、表４のとおりです。

　　　　　   区 分
 時 期

23

令和 3 年度

3,413,033

96

0.003

2,338,936

0.005 0.006

91 180

16

歳計現金等と運用基金の運用実績

確保しながら効率的に運用を行っています。具体的には、指定金融機関や収納代理金融機関への

定期預金で運用を行っています。

107 203

3,614,517

64

　本市は、常に収入及び支出予定額の把握に努め、その結果生まれる余裕資金を、安全や流動性を

令和 4 年度 令和 5 年度

32
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0
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1,500

2,000

2,500

年度別預金利子収入額及び運用利回り

年間利子額 運用利回り

（千円） （％）
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４

1月末

2月末

3月末

【 地方自治法（抜粋）】
　(基金)
第241条　普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維
　持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
２　基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し
　なければならない。
（中略）
７　基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、
　歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管
　理の例による。

【 地方財政法（抜粋）】
　(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第4条の3　（略）
２　前項の規定により積み立てた金額(以下「積立金」という。)から生ずる収入は、すべ
　て積立金に繰り入れなければならない。
３　積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(そ
　の元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入
　れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。
　(財産の管理及び運用)
第8条　地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に
　応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

　この金額は、毎月実施する例月現金出納検査において、監査委員に報告しています。

　　　　　   区 分
 時 期

4月末

5月末

6月末

7月末

8月末

9月末

10月末

積立基金

　積立基金の毎月末の残高の状況は、表５のとおりです。

表５　積立基金の毎月末の残高

令和６年

令和５年

9,067,644,346

11月末

12月末

8,984,002,825

8,984,002,825

9,067,644,346

積　立　基　金
　　　　　　（円）

9,028,426,366

8,984,002,825

8,984,002,825

8,984,002,825

8,984,002,825

9,067,644,346

9,067,644,346

9,908,194,354
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５

％ ％ ％

％ ％ ％

％ ％ ％

4月から翌年3月までの毎月末残高の合計額を12で除したもの

年間利子額÷平均月末残高×100（％）

※平均月末残高・・

※運用利回り・・・

　　　　　   区 分
 時 期

平均月末残高(千円)

構 成 比

年間利子額(千円)

運用利回り(％)

　　　　　   区 分
 時 期

平均月末残高(千円)

構 成 比

年間利子額(千円)

運用利回り(％)

0.009

積立基金の運用実績

　　　　　   区 分
 時 期

令和　５　年度

定　期　預　金 債　　　　券 合　　　　計

34.6 65.4 100.0

令和　４　年度

定　期　預　金 債　　　　券

7,892,530

35.6

0.487

2,906,578

合　　　　計

0.013 0.494 0.323

354

5,486,257 8,392,835

253 26,707 26,960

　本市は、積立基金に属する現金を安全性と確実性を確保したうえで、基金の取崩しや積立等を考

慮しながら、定期預金及び債券（国債等）により効率的な運用を行っています。

　令和５年度末現在、１０種類の基金があり、一括運用を行っています。

　積立基金の運用実績は、表６のとおりです。

表６　積立基金の運用実績

0.321

25,479

64.4 100.0

25,125

令和　３　年度

定　期　預　金 債　　　　券 合　　　　計

2,805,879 5,086,651

運用利回り(％) 0.007 0.487 0.297

平均月末残高(千円) 3,606,344 5,486,257 9,092,601

構 成 比 39.7 60.3 100.0

年間利子額(千円) 269 26,707 26,976
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年度別基金利子収入額・運用利回り

年間利子額 運用利回り

（千円） （％）
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６

合　　　計

人 に 優 し い ま ち づ く り 基 金

（単位：円）表７－２　積立基金の年度末残高

●積立基金に属する現金の令和5年度末の残高は、99億819万円余りとなっており、対前年度比

8億7,976万円余り増額しています。

　積立基金に属する現金は、定期預金及び債券（国債等）による運用を行っています。

（運用実績は、表６参照）

基金の保管状況

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

国 際 交 流 基 金

福 祉 基 金

ふ る さ と 水 基 金

国 保 財 政 調 整 基 金

介 護 給 付 費 準 備 基 金

庁 舎 建 設 基 金

ふ る さ と 納 税 基 金

●運用基金に属する現金の令和5年度末の残高は、1,572万円余りとなっており、対前年度比7万円

余り増額しています。

（運用実績は、表４参照）

表７－１　運用基金の年度末残高

基　　金　　名

美術品等収集基金

ふるさと文庫基金

（単位：円）

【コメント】

　本市は、平成18年3月から積立基金の管理運用を、それまでの個々の基金ごとの運用に代えて、一括運用

（相互運用）をしています。

　それぞれの基金に属する現金を、一つの運用資金として一括管理することで、次のようなメリットがあり

ます。

　　①基金ごとの管理事務が集約されることにより、事務の簡素化が図られる。

　　②基金の一括運用により資金を集約することで、債券購入の原資を確保することができる。

　　③基金の一括運用により資金を集約することで、資金の運用先の選択肢が広がる。

5,600,616

合　　　計

9,028,426,366 9,908,194,354

11,466,160 11,500,457

406,853,035 466,333,425

9,131,211 8,732,915

2,291,627,175 2,398,481,791

337,060,991 287,933,232

339,328,455 340,343,440

855,348,503 1,357,906,984

14,153,913 9,870,343

4,441,159,465 4,754,443,669 313,284,204

基　　金　　名

79,55415,724,887

1,014,985

502,558,481

▲ 4,283,570

令和４年度末

10,044,717

15,645,333

34,297

59,480,390

106,854,616

879,767,988

▲ 398,296

比 較 増 減

令和５年度末

10,044,717

比 較 増 減

79,5545,680,170

0

令和４年度末 令和５年度末

▲ 49,127,759

322,297,458 272,648,098 ▲ 49,649,360
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